
                           公入管第 ３８４ 号 

                           令和４年１２月７日 

 

 

 

 各発注機関の長 殿 

 

 

                     土木建築部公共工事入札管理室長 

 

 

「主任技術者等選任通知事務処理要領」の一部改正について（通知） 

 

 

 昭和６２年１０月１日付けで施行された（一部改正：令和２年９月９日付け公入

管第４９１号及び様式のみ改正：令和３年３月１２日付け公入管第９０６号）標記

のことについて、別紙のとおり改正したので、通知します。 

 つきましては、事務処理に遺漏のないよう適正な処理をお願いします。 

 

記 

 

１．改正内容 
  令和５年１月１日から施行される「建設業法施行令の一部を改正する政令」に

伴う改正により、下請計画書（別紙様式２）の提出要件を改正するもの。 
 

２．施行期日 

  令和５年１月１日以降に契約を締結する工事から適用する。 

 

 

 

 

 

（公共工事入札管理室） 
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